
業務内容

休業日、営業日

休業日： 営業日1： 月～土曜 修繕対応時間： ９：００～１６：００

営業時間1： ９：００～１７：３０

営業日2：

営業時間2：

漏水等修繕対応の可否

■ 屋内給水装置の修繕 □漏水修繕は対応していない

■ 埋設部の修繕・■ その他の修繕（給湯器・給湯付風呂釜・給湯暖房熱源機の修繕、トイレの修繕）

対応工事種別

配水管から分岐～水道メーター（□ 施行する・■ 施行しない）

水道メーター　～宅内給水装置（■ 施行する・□ 施行しない）

その他

受講年月日

令和4年度指定事業者研修会 令和05年03月10日　■ 受講・□ 未受講

受講実績

■ 有・□ 無  

従事状況

□ 有・□ 無  

■ 「配水管からの分岐～水道メーター」の工事を施行しないため不要

記載内容の確認日

令和05年05月24日

千葉県企業局

年末年始（12/30～1/7）

過去１年以内の給水装置工事に主に従事した適切に作業を行うことができる技能を有する者の状況

指定番号

指定年月日

指定の有効期限

事業所名称

1673

R10.09.29

給水装置工事主任技術者等の研修受講実績（過去５年以内）

当局が実施している指定給水装置工事事業者研修の受講状況（過去５年以内）

市原市国分寺台中央七丁目１６番地４

有限会社　浜田屋商店

市原市国分寺台中央七丁目１６番地４

濵田　國義

事業者住所

事業者名称

日曜、夏季休暇（8/13～15）

代表者氏名

0436-22-6400

有限会社　浜田屋商店に関する詳細情報

0436-22-6388

住所

電話番号 FAX番号

有限会社　浜田屋商店

H22.07.28


